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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼の角膜に向けて指標を投影するための投影光学系と、
　前記投影光学系によって角膜に投影された指標による第１プルキンエ像と第２プルキン
エ像とを撮像素子で撮像する撮像光学系と、
　装置本体内に設けられた内部固視標を備え、前記被検眼の視線方向を撮像光軸に対して
傾斜した方向に誘導可能な固視光学系であって、前記第１プルキンエ像と前記第２プルキ
ンエ像とを分離し、分離された前記第２プルキンエ像に基づく角膜後面に関する情報を得
るために用いられる固視光学系と、
　前記撮像素子によって撮像された前記第２プルキンエ像であって前記固視光学系によっ
て傾斜された前記被検眼の前記第２プルキンエ像、前記角膜の前面形状に関する情報、お
よび、前記固視光学系によって傾斜された前記被検眼の前記撮像光軸に対する傾斜量に関
する情報、に少なくとも基づいて、被検眼の角膜後面に関する情報を取得する演算手段と
、を備える眼科測定装置。
【請求項２】
　被検眼の角膜に向けて指標を投影するための投影光学系と、
　前記投影光学系によって角膜に投影された指標による第１プルキンエ像と第２プルキン
エ像とを撮像素子で撮像する撮像光学系と、
　被検眼による前記第１プルキンエ像と前記第２プルキンエ像とを分離するため、前記撮
像光学系の撮像光軸に対して前記被検眼の視線方向を傾斜させる視線傾斜手段と、
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　前記視線傾斜手段によって傾斜された被検眼の前記第２プルキンエ像を前記撮像素子に
より撮像し、前記第２プルキンエ像、前記角膜の前面形状に関する情報、および、前記視
線傾斜手段によって傾斜された前記被検眼の前記撮像光軸に対する傾斜量に関する情報、
に少なくとも基づいて、被検眼の角膜後面に関する情報を取得する制御手段と、
を備える眼科測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検眼に関する測定を行う眼科測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検眼の眼特性の一つとして、角膜後面曲率、角面後面形状等の角膜後面に関する情報
が測定される場合がある。角膜後面曲率は、例えば、角膜屈折力の算出に用いられ、その
算出結果は、眼内レンズの度数計算に用いられる。従来、角膜後面に関する情報は、シャ
インプルークカメラ、及び前眼部ＯＣＴ装置等で撮像される角膜の断面像の解析によって
取得されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２-０５５３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記例示した従来技術の場合、角膜の断面像が必要となる。よって、ユーザーは、必ず
、角膜の断面像を撮像する装置を用意しなければならなかった。
【０００５】
　なお、シャインプルークカメラにおいて角膜上の複数の経線方向に関して測定する場合
、異なる角度での断面像を得るために光学系を回転させる必要があり、装置構成の複雑化
を招く。また、前眼部ＯＣＴの場合は、干渉光学系及び光スキャナ等を必要とするので、
比較的高価である。
【０００６】
　本開示は、従来技術の問題点に鑑み、簡単な構成で被検眼の角膜後面に関する情報を取
得することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の第１態様に係る眼科測定装置は、被検眼の角膜に向けて指標を投影するための
投影光学系と、前記投影光学系によって角膜に投影された指標による第１プルキンエ像と
第２プルキンエ像とを撮像素子で撮像する撮像光学系と、装置本体内に設けられた内部固
視標を備え、前記被検眼の視線方向を撮像光軸に対して傾斜した方向に誘導可能な固視光
学系であって、前記第１プルキンエ像と前記第２プルキンエ像とを分離し、分離された前
記第２プルキンエ像に基づく角膜後面に関する情報を得るために用いられる固視光学系と
、　前記撮像素子によって撮像された前記第２プルキンエ像であって前記固視光学系によ
って傾斜された前記被検眼の前記第２プルキンエ像、前記角膜の前面形状に関する情報、
および、前記固視光学系によって傾斜された前記被検眼の前記撮像光軸に対する傾斜量に
関する情報、に少なくとも基づいて、被検眼の角膜後面に関する情報を取得する演算手段
と、を備える。
【０００８】
　本開示の第２態様に係る眼科測定装置は、被検眼の角膜に向けて指標を投影するための
投影光学系と、前記投影光学系によって角膜に投影された指標による第１プルキンエ像と
第２プルキンエ像とを撮像素子で撮像する撮像光学系と、被検眼による前記第１プルキン
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エ像と前記第２プルキンエ像とを分離するため、前記撮像光学系の撮像光軸に対して前記
被検眼の視線方向を傾斜させる視線傾斜手段と、前記視線傾斜手段によって傾斜された被
検眼の前記第２プルキンエ像を前記撮像素子により撮像し、前記第２プルキンエ像、前記
角膜の前面形状に関する情報、および、前記視線傾斜手段によって傾斜された前記被検眼
の前記撮像光軸に対する傾斜量に関する情報、に少なくとも基づいて、被検眼の角膜後面
に関する情報を取得する制御手段と、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示によれば、被検眼の角膜後面に関する情報を良好に取得できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態における眼科測定装置の概略構成図である。
【図２】被検眼の側から見た、固視灯の配置を示した図である。
【図３】（ａ）は、中心固視灯によって視線方向が誘導された被検眼を示し、（ｂ）は、
その被検眼の角膜へ入射される光線を示した図である。
【図４】（ａ）は、近傍固視灯によって光軸に対して傾斜する方向に視線方向が誘導され
た被検眼を示し、（ｂ）は、その被検眼の角膜へ入射される光線を示した図である。
【図５】眼科測定装置で撮像される前眼部画像の模式図である。
【図６】眼科測定装置の測定動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しつつ本開示の典型的な実施形態を説明する。
＜装置の概略構成＞
　まず、図１を参照して、本実施形態における眼科測定装置１の概略構成について説明す
る。図１に示す眼科測定装置１は、被検眼Ｅの角膜前面Ｅｃ１，および角膜後面Ｅｃ２（
図３，図４参照）に関する測定を行う。図１に示すように、眼科測定装置１は、ケラト投
影光学系１０と、撮像光学系（受光光学系）２０と、固視光学系５０と、制御部１００と
、を主に有する。また、本実施形態の眼科測定装置１は、アライメント投影光学系３０と
、第２測定光学系４０と、を有する。なお、これらの光学系は、図示無き筐体に内蔵され
ている。また、筐体は、周知のアライメント移動機構６０の駆動によって、被検眼Ｅに対
して３次元的に移動される。筐体の移動は、例えば、操作部材（例えば、ジョイスティッ
ク）に対する検者の操作に応じて行われてもよい。
【００１２】
　固視光学系５０は、測定時に、被検眼Ｅの視線方向を誘導し、被検眼Ｅを固視させるた
めに用いられる。本実施形態において、固視光学系５０は、装置本体内に設けられた内部
固視標を有する。つまり、固視光学系５０は、装置本体内（換言すれば、筐体内）から、
固視標を投影する。また、本実施形態の固視光学系５０は、被検眼Ｅに対して呈示する固
視標の位置を切換えることで、被検眼Ｅの視線方向を、複数の方向に誘導する。なお、固
視光学系５０の内部固視標は、固視光学系５０の光軸Ｌ２から離れた位置に設けられてい
てもよい。
【００１３】
　固視光学系５０は、可視光源（固視灯）５１（５１ａ～５１ｉ）、投光レンズ５３、可
視反射・赤外透過のダイクロイックミラー４３、を有する。本実施形態では、内部固視標
として、光源（固視灯）５１が利用される。光源５１から発せられる可視光は、投光レン
ズ５３により平行光束に変換された後、ダイクロイックミラー４３により反射され、被検
眼Ｅの眼底に固視標として投影される。ダイクロイックミラー４３は、固視光学系５０の
光軸Ｌ２を、撮像光学系２０の光軸Ｌ１と同軸にする。
【００１４】
  また、本実施形態において、固視光学系５０は、複数の光源５１ａ～５１ｉを固視灯と
して有する。各光源５１ａ～５１ｉは、光軸Ｌ１（光軸Ｌ２）に対して交差（例えば、直
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交）する方向に関して互いに異なる位置に配置される。光源５１ａ～５１ｉのうち、制御
部１００によって選択されたいずれか一つが点灯される。つまり、本実施形態において、
固視光学系５０は、点灯する固視灯を切換えることで、被検眼Ｅの視線方向を切換える。
【００１５】
　例えば、光源５１ａは、光軸Ｌ１（光軸Ｌ２）近傍に配置された中心固視灯である。固
視灯５１ａが点灯されることによって、固視光学系５０は、被検眼Ｅの視線方向を、光軸
Ｌ１（つまり、撮像光軸）に沿う方向に誘導する（図３（ａ）参照）。
【００１６】
　また、複数の光源５１ｂ～５１ｉは、それぞれ、近傍固視灯である。光源５１ｂ～５１
ｉのいずれかが点灯されることによって、固視光学系５０は、被検眼Ｅの視線方向を、光
軸Ｌ１（撮像光軸）に対して傾斜した方向に誘導する（図４（ａ）参照）。本実施形態に
おいて、近傍固視灯によって誘導される被検眼の視線方向における、光軸Ｌ１に対する傾
斜量、および傾斜の方向は、角膜中心部の近傍領域が光軸Ｌ１上（撮像光軸上）に配置さ
れる範囲で設定されていてもよい。
【００１７】
　例えば、複数の光源５１ｂ～５１ｉは、光軸Ｌ１（光軸Ｌ２）を中心とする同一円周上
に配置されていてもよい。より詳細には、光源５１ｂ～５１ｉは、被検者から見て、所定
角度毎に配置されている。例えば、図２では、光源５１ｂ～５１ｉは、０度、４５度、９
０度、１３５度、１８０度、２２５度、２７０度、３１５度の各位置に４５度ずつ配置さ
れている。また、複数の光源５１ｂ～５１ｉは、それぞれ、中心固視灯（光源５１）に対
して（換言すれば、光軸Ｌ１に対して）被検眼Ｅの視軸（視線方向）が所定角度傾斜した
関係となる所定位置に配置されている。好ましくは、光軸Ｌ１に対して視線方向が５°以
上２６°以下の角度で傾斜する範囲に、複数の光源５１ｂ～５１ｉが配置されていてもよ
い。例えば、本実施形態では、それぞれの光源５１ｂ～５１ｉは光軸Ｌ１に対して視線方
向が１３°となる位置に配置されていてもよい。本実施形態においては、この範囲におい
て、後述する第１プルキンエ像Ｒａと第２プルキンエ像Ｒｐとの分離が良好に行われ得る
。
【００１８】
　ケラト投影光学系１０は、角膜Ｅｃに向けてパターン指標（測定指標）を投影（投光）
してもよい。図１に示すように、ケラト投影光学系１０は、パターン指標を、光軸Ｌ１に
対して斜め方向から投影してもよい。この場合において、パターン指標が投影される角膜
Ｅｃの領域は、中心固視灯５１ａによって被検眼Ｅの視線方向が光軸Ｌ１に沿う方向へ誘
導される場合と、近傍固視灯５１ｂ～５１ｉによって被検眼Ｅの視線方向が光軸Ｌ１に対
して傾斜した方向へ誘導される場合と、のいずれの場合においても、角膜中心部の近傍領
域となるように、ケラト投影光学系１０によるパターン指標の投影位置が定められていて
もよい。
【００１９】
　ケラト投影光学系１０からのパターン指標は、角膜前面Ｅｃ１，および，角膜後面Ｅｃ
２（角膜裏面）に関する測定に用いられる。例えば、角膜前面Ｅｃ１の形状、曲率半径、
および屈折力等が角膜前面Ｅｃ１に関して測定されてもよい。また、角膜後面Ｅｃ２の形
状、曲率半径、および屈折力等が、角膜後面Ｅｃ２に関して測定されてもよい。更に、角
膜前面Ｅｃ１に関する測定結果と、角膜後面Ｅｃ２に関する測定結果とから、例えば、角
膜全体の屈折、角膜厚の分布、角膜における乱視軸角度、収差等が測定されてもよい。
【００２０】
　ケラト投影光学系１０は、光源１１を有する。光源１１が発する光は、例えば、赤外光
または可視光であってもよい。ケラト投影光学系１０は、光源１１から出射される光を、
パターン指標として角膜Ｅｃに投影する構成であればよい。なお、パターン指標は、線、
又は、複数（３つ以上）の点によって形成された２次元的なパターンであることが好まし
い。例えば、連続的、又は、間欠的なリングパターン、同心円状に配置される３つ以上の
点指標からなるパターン、点指標が格子状に配列されたドットマトリクス指標、等であっ
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てもよい。
【００２１】
　具体例として、図１におけるケラト投影光学系１０は、リング光源を光源１１として備
え、リング状のパターン指標を角膜Ｅｃに投影する。リング光源は、例えば、リング状に
形成される光源であってもよいし、リング状に並べられた複数の点光源と、点光源の前に
配置されるリング状のパターン開口とを組み合せた構成であってもよい。
【００２２】
　図３（ｂ），図４（ｂ）に示すように、光源１１ａが投光する光のうち、角膜前面Ｅｃ
１で反射（および散乱）された光によって、リング状の第１プルキンエ像Ｒａが形成され
得る。また、リング光源１１が投光する光のうち、角膜後面Ｅｃ２で反射（および散乱）
された光によって、リング状の第２プルキンエ像Ｒｐが形成され得る。一般に、第２プル
キンエ像Ｒｐは、第１プルキンエ像Ｒａに対し、低い輝度となる。
【００２３】
　本実施形態では、光源１１は、１つのリング光源を備えるものであるが、互いの半径が
異なる２つ以上のリング光源を備えるものであってもよい。この場合、例えば、それぞれ
のリング光源が、光軸Ｌ１を中心とする同心円状に配置されており、また、それぞれのリ
ング光源が、角膜Ｅｃの異なる領域に対してパターン指標を投影してもよい。なお、それ
ぞれのリング光源は、同時に点灯されてもよいし、１つずつ（或いは、一部ずつ）点灯さ
れてもよい。但し、複数のリング光源が同時に点灯される場合は、角膜Ｅｃにおいて指標
像の投影位置が、同時に点灯されるリング光源同士で重ならないことが好ましい。
【００２４】
　アライメント投影光学系３０は、角膜Ｅｃにアライメント視標を投影する。アライメン
ト投影光学系３０は、光源３１を有する。本実施形態において、光源３１は、ケラト投影
光学系１０の光源１１の内側に配置される。光源３１は、赤外光を発する投影光源であり
、角膜Ｅｃにアライメント指標を投影するために用いられる。角膜Ｅｃに投影されたアラ
イメント指標は、被検眼Ｅに対する装置の位置合わせ（例えば、自動アライメント、アラ
イメント検出、手動アライメント、等）に用いられる。図２に示すように、本実施形態に
おいて、アライメント投影光学系３０は、アライメント指標としてリング指標Ｒ３を投影
する。なお、リング指標像Ｒ３は、マイヤーリングを兼用してもよい。また、アライメン
ト投影光学系３０の光源３１は、前眼部を斜め方向から照明する前眼部照明を兼用する。
なお、投影光学系３０において、さらに、角膜Ｅｃに平行光を投影する光学系を設け、ア
ライメント投影光学系３０による有限光との組合せにより前後のアライメントを行うよう
にしてもよい。
【００２５】
　撮像光学系２０は、撮像素子２７を有し、ケラト投影光学系１０によって角膜Ｅｃに投
影された指標による第１プルキンエ像Ｒａと第２プルキンエ像Ｒｐとを撮像素子２７で撮
像する。また、図１における撮像光学系２０は、撮像素子２７の他に、ダイクロイックミ
ラー（ビームスプリッタ）２３、対物レンズ２４、ミラー２５、および、撮像レンズ２６
を含む。撮像素子２７は、例えば、被検眼の前眼部と共役な位置に配置されてもよい。な
お、ビームスプリッタ２３は、撮像光学系２０の光路を第２測定光学系４０の光路と分岐
させるための光路分岐部材である（詳しくは、後述する）。また、図１の例では、撮像光
学系２０の光軸Ｌ１（撮像光軸）は、中心固視灯５１ａの投影光軸Ｌ２と兼用されている
。
【００２６】
　図１の例において、撮像光学系２０は、光軸Ｌ１（撮像光軸）に沿う方向から被検眼Ｅ
を撮像し、各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐを得る。つまり、中心固視灯５１ａによって被検眼
Ｅの視線方向が光軸Ｌ１に沿う方向へ誘導される場合と、近傍固視灯５１ｂ～５１ｉによ
って被検眼Ｅの視線方向が光軸Ｌ１に対して傾斜した方向へ誘導される場合と、のいずれ
においても、撮像光学系２０は、光軸Ｌ１（撮像光軸）に沿う方向から、被検眼Ｅが撮像
される。撮像光学系２０は、前眼部正面像を観察するための観察光学系を兼用してもよい
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。このとき、各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐは、前眼部正面像（以下、前眼部像Ａと称す）に
含まれる像として、撮像されてもよい。例えば、ケラト投影光学系１０による指標の投影
と共に、前眼部照明が角膜に照明される場合には、前眼部像Ａとして、各プルキンエ像Ｒ
ａ，Ｒｐを含む画像が取得される（図５参照）。
【００２７】
　また、撮像光学系２０は、アライメント投影光学系３０からの光が照射された被検眼Ｅ
を撮像することにより、角膜Ｅｃ上に形成されたリング指標像Ｒ３を撮像できる（図５参
照）。
【００２８】
　撮像光学系２０に関し、ビームスプリッタ２３の透過方向には、第２測定光学系４０が
形成されている。第２測定光学系４０は、第２測定光学ユニット４１と、ダイクロイック
ミラー４３と、を含む。また、第２測定光学系４０は、ビームスプリッタ２３を、撮像光
学系２０と共用する。第２測定ユニット４１は、被検者眼に第２の測定光を投光し、その
反射光を受光する構成を備える。第２測定ユニット４１は、第２の測定光を出射する光源
４２を有する。
【００２９】
　なお、第２測定光学系４０としては、例えば、測定光と参照光による干渉光を受光して
眼軸長を測定する眼軸長測定光学系、被検者眼眼底に投影された反射光を受光して眼屈折
力を測定する眼屈折力測定光学系等であってもよい。
【００３０】
　次に、制御系について説明する。本実施形態において、眼科測定装置１は、装置全体の
制御処理と、各種演算等を行う、演算制御部１００（以下、制御部と省略する）を有する
。制御部１００は、ＣＰＵ１０１と、ＲＯＭ１０２と、ＲＡＭ１０３と、を含んでいても
よい。ＣＰＵ１０１は、眼科測定装置１に関する各種の処理を実行するための処理装置（
プロセッサ）である。ＲＯＭ１０２は、制御プログラムおよび固定データ等が格納された
、不揮発性の記憶装置である。ＲＡＭ１０３は、書き換え可能な揮発性の記憶装置である
。ＲＡＭ１０３には、例えば、眼科測定装置１による被検眼Ｅの撮像および測定に用いる
一時データが格納される。
【００３１】
　また、本実施形態において、制御部１００は、光源１１、撮像素子２７、光源３１、第
２測定光学ユニット４１、光源５１、アライメント移動機構６０、モニタ７０、操作部８
０、記憶装置１０５等に接続される。
【００３２】
　記憶装置１０５は、書き換え可能な不揮発性の記憶装置である。本実施形態において、
記憶装置１０５には、各種の撮像処理、測定処理等を制御部１００に実行させるためのプ
ログラムが、少なくとも格納されていてもよい。また、記憶装置１０５には、眼科測定装
置１によって撮像される前眼部画像が保存されてもよい。
【００３３】
　撮像素子２７から出力される受光信号（撮像信号）は、制御部１００によって処理され
、モニタ７０に表示される。また、本実施形態において、制御部１００は、撮像素子２７
から出力される受光信号に基づいて被検眼Ｅに対するアライメント状態を検出する。
【００３４】
　＜測定動作＞
　以上のような構成を備える装置１の動作を説明する。本実施形態では、前眼部の測定に
関する装置の動作の一例を、図６のフローチャートを参照して示す。
【００３５】
　はじめに、被検眼に対する光学系のアライメントが行われる（Ｓ１）。ここでは、制御
部１００が装置の各部を制御することによって、アライメントが自動的に行われる場合を
示す。但し、アライメントは、手動で行われてもよい。また、手動によるアライメント（
粗調整）と、自動的なアライメント（微調整）とが組み合わせて行われてもよい。
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【００３６】
　アライメントに際して、制御部１００は、中心固視灯５１ａと、アライメント投影光学
系３０の光源３１と、を点灯させる。また、制御部１００は、光源３１の点灯に伴って撮
像素子２７から出力される撮像信号に基づいて、被検眼Ｅの前眼部像のライブ画像（観察
画像）をモニタ７０に表示させる。また、制御部１００は、レクチルＬＴ（図５参照）を
、モニタ７０上に電子的に表示させてもよい。ここで、検者は、被検者に、固視標を固視
するよう促す。
【００３７】
　その後、制御部１００は、光源３１によるリング指標Ｒ３を、撮像素子２７からの撮像
信号に基づいて検出する。制御部１００は、アライメント移動機構６０を、検出結果に基
づいて駆動させることによって、リング指標Ｒ３の中心にレクチルＬＴが位置されるよう
に眼科測定装置１の光学系を移動させる。また、制御部１００は、撮像素子２７からの撮
像信号に基づいてアライメント移動機構６０を制御することで、装置から角膜頂点までの
距離（つまり、作動距離）が、所定の距離となるように、前後方向のアライメントを行う
。本実施形態において、制御部１００は、アライメント完了後に、光源３１を消灯する。
【００３８】
　次に、制御部１００は、パターン指標の投影を開始する（Ｓ２）。制御部１００は、ケ
ラト投影光学系１０が持つ光源１１を点灯させる。これによって、角膜Ｅｃには、リング
状のパターン指標が投影される。
【００３９】
　次に、第１撮像処理（Ｓ３）が制御部１００によって実行される。第１撮像処理（Ｓ３
）において、制御部１００は、固視光学系５０によって視線方向が光軸Ｌ１に沿う方向に
誘導された状態の被検眼Ｅを、撮像素子２７で撮像する。すなわち、視線方向が光軸Ｌ１
に沿う方向に誘導された状態の被検眼Ｅにおける第１プルキンエ像Ｒａおよび第２プルキ
ンエ像Ｒｐを含む画像（例えば、前眼部像Ａ）が、撮像素子２７から出力される撮像信号
に基づいて取得される。取得された各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐを含む画像は、例えば、記
憶装置１０５等に保存されてもよい。
【００４０】
　第１撮像処理（Ｓ３）では、視線方向が光軸Ｌ１に沿う方向に誘導された状態での撮像
が、１回以上行われる。ここでは、説明の便宜上、第１撮像処理（Ｓ３）において、１回
だけ撮像が行われるものとする（つまり、各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐを含む画像が１枚だ
け取得される）。なお、２回以上の撮像が行われる場合については、変容例の項目におい
て後述する。
【００４１】
　また、本実施形態において、被検眼Ｅの視線方向を光軸Ｌ１に沿う方向に誘導するため
、制御部１００は、中心固視灯である光源５１ａを予め点灯しておく。例えば、アライメ
ントの段階から引き続き光源５１ａが点灯されていてもよい。
【００４２】
　次に、制御部１００は、第１指標像検出処理を実行する（Ｓ４）。Ｓ４の処理において
、制御部１００は、第１撮像処理（Ｓ３）での撮像結果から、第１プルキンエ像Ｒａ、お
よび第２プルキンエ像Ｒｐをそれぞれ検出する。検出処理の結果としては、例えば、第１
プルキンエ像Ｒａ，第２プルキンエ像Ｒｐの指標位置情報が取得されてもよい。指標位置
情報は、例えば、それぞれの指標像の二次元的な位置情報であってもよい。
【００４３】
　ここで、Ｓ４の検出処理としては、種々の検出処理が採用され得る。例えば、各プルキ
ンエ像Ｒａ，Ｒｐは、画像における輝度情報に基づいて検出されてもよい。例えば、画像
上で閾値以上の輝度値を持つ領域を、指標像が形成される領域として検出してもよい。な
お、第１プルキンエ像Ｒａ，および第２プルキンエ像Ｒｐは、いずれも経線方向に幅を持
っている。そこで、角膜Ｅｃの各経線において各指標像が形成される領域のうち、輝度の
ピーク（最大値または極大値）の位置、中央の位置等が、各経線上における指標像の位置
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を示す検出結果として、取得されてもよい。
【００４４】
　また、制御部１００は、例えば、第１プルキンエ像Ｒａと第２プルキンエ像Ｒｐとの特
性を利用することで、第１プルキンエ像Ｒａと第２プルキンエ像Ｒｐとを区別して検出し
得る。例えば、第２プルキンエ像Ｒｐに対し、第１プルキンエ像Ｒａは、より明るい像（
高い輝度値を持つ）であるという特性を利用し得る。例えば、値の異なる２種類の閾値（
第１閾値、第２閾値）を使用し、第１プルキンエ像Ｒａと第２プルキンエ像Ｒｐとを区別
するようにしてもよい。また、第２プルキンエ像Ｒｐに対し、第１プルキンエ像Ｒａは、
概して光軸Ｌ１のより外側に形成されるという特性を利用し得る。例えば、制御部１００
は、より外側の輝線を、第１プルキンエ像Ｒａとして検出し、その内側に形成される輝線
を、第２プルキンエ像Ｒｐとして検出するようにしてもよい。勿論、各プルキンエ像Ｒａ
，Ｒｐの検出方法は、必ずしもこれに限られるものではない。制御部１００は、例えば、
ＲＡＭ１０２、および記憶装置１０５等のいずれかに検出結果を記憶する。
【００４５】
　但し、上記のような検出手法を用いたとしても、第２プルキンエ像Ｒｐの検出ができな
い場合がある。例えば、第２プルキンエ像Ｒｐと第１プルキンエ像Ｒａとが画像上で重な
っている場合には、第２プルキンエ像Ｒｐの検出は困難である。ここで、被検眼Ｅの角膜
形状が、検出を難しくする要因となりうる。
【００４６】
　例えば、一般に、角膜前面Ｅｃ１の頂点と、角膜後面Ｅｃ２の頂点とは、視軸と交差す
る方向に関してズレて形成されている傾向がある。これにより、被検眼の視線方向を光軸
Ｌ１に沿う方向に誘導した状態での撮像結果において、第１プルキンエ像Ｒａに対し、第
２プルキンエ像Ｒｐが一方向に偏って形成されてしまい、第１プルキンエ像Ｒａと第２プ
ルキンエ像Ｒｐとが部分的に重なってしまう場合がありうる。なお、ここでは、光軸Ｌ１
に視線方向が誘導された被検眼Ｅの角膜前面Ｅｃ１，角膜後面Ｅｃ２のそれぞれにおいて
、法線が光軸Ｌ１に沿う方向を向く位置を、頂点と称している。
【００４７】
　また、例えば、ＬＡＳＩＫ手術によって角膜の中心部が削られた眼において、角膜前面
Ｅｃ１の曲率と、角膜後面Ｅｃ２の曲率とが近い値となることがありうる。このような眼
においては、第１プルキンエ像Ｒａと第２プルキンエ像Ｒｐとの少なくとも一部が、重な
ってしまう場合があり得る。
【００４８】
　その他に、例えば、角膜形状の個人差、角膜形状異常等によっても、第２プルキンエ像
Ｒｐの検出ができない場合が考えられる。第２プルキンエ像Ｒｐが適正に検出できない場
合、制御部１００は、例えば、検出エラーを示す情報を、第２プルキンエ像Ｒｐの検出結
果として記憶してもよい。なお、少なくとも、第１プルキンエ像Ｒａに関しては、第１指
標像検出処理（Ｓ４）によって検出可能である。そこで、第２プルキンエ像Ｒｐが検出で
きない場合でも、第１プルキンエ像Ｒａの検出結果については、記憶装置１０５等に記憶
させるようにしてもよい。
【００４９】
　次に、制御部１００は、第２プルキンエ像Ｒｐが、第１指標像検出処理（Ｓ４）によっ
て検出できるか否かを判定する（Ｓ５）。第２プルキンエ像Ｒｐが検出できないと判定さ
れる場合は（Ｓ５：Ｎｏ）、第２撮像処理（Ｓ６）が実行される。一方、第２プルキンエ
像Ｒｐが検出できると判定される場合は（Ｓ５：Ｙｅｓ）、第２撮像処理（Ｓ６）をスキ
ップして、前眼部情報取得処理（Ｓ１０）を実行する。
【００５０】
　第２撮像処理（Ｓ６）において、制御部１００は、固視光学系５０によって視線方向が
光軸Ｌ１に沿う方向に誘導された状態の被検眼Ｅを、撮像素子２７で撮像する。すなわち
、視線方向が光軸Ｌ１に対して傾斜した被検眼Ｅにおける各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐを含
む画像（例えば、前眼部像Ａ）が、撮像素子２７から出力される撮像信号に基づいて取得
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される。第２撮像処理（Ｓ６）において取得された画像は、例えば、記憶装置１０５等に
保存されてもよい。また、制御部１００は、画像とともに、光軸Ｌ１に対する視線方向の
傾斜量、および傾斜方向に関する傾斜量情報を、記憶装置１０５に記憶してもよい。傾斜
量情報としては、近傍固視灯５１ｂ～５１ｉによって誘導された視線方向の傾斜量を特定
するための情報であればよく、撮像時に点灯されていた固視灯を特定する情報であっても
よいし、固視灯の位置に基づいて所期される傾斜量、および傾斜方向の設計値等であって
もよい。また、被検眼Ｅにおける実際の傾斜量、および傾斜方向が測定され、その測定値
が利用されてもよい。
【００５１】
　本実施形態では、第２撮像処理（Ｓ６）による撮像に際して、被検眼による前記第１プ
ルキンエ像と前記第２プルキンエ像とを分離するため、制御部１００が固視光学系５０を
制御し、光軸Ｌ１に対して被検眼Ｅの視線方向を傾斜させる。より詳細には、制御部１０
０は、第１撮像処理（Ｓ３）の段階で少なくとも点灯されていた中心固視灯５１ａを消灯
し、近傍固視灯５１ｂ～５１ｉのいずれか１つを点灯させる。
【００５２】
　第２撮像処理（Ｓ６）では、光軸Ｌ１に対して視線方向が傾斜した状態での各プルキン
エ像Ｒａ，Ｒｐの撮像が、１回以上行われる。ここでは、説明の便宜上、第２撮像処理（
Ｓ６）において、１回だけ撮像が行われるものとする（つまり、各プルキンエ像Ｒａ，Ｒ
ｐを含む画像が１枚だけ取得される）。なお、２回以上の撮像が行われる場合については
、変容例の項目において後述する。
【００５３】
　ある方向（例えば、光軸Ｌ１に沿う方向）に誘導された状態では、第２プルキンエ像Ｒ
ｐが他の指標像（主に、第１プルキンエ像Ｒａ）と画像上で重なってしまい、第２プルキ
ンエ像Ｒｐの検出ができない場合がある。この場合であっても、視線方向を別方向に誘導
することによって、第２プルキンエ像Ｒｐを他の指標像から分離できる場合がある。例え
ば、上述したように、角膜前面Ｅｃ１の曲率と、角膜後面Ｅｃ２の曲率とが、近い値であ
る場合には、視線方向が光軸Ｌ１に沿う方向に誘導された状態では、第２プルキンエ像Ｒ
ｐが第１プルキンエ像Ｒａと、重なってしまう。しかし、視線方向が光軸Ｌ１に対して傾
斜することによって、角膜前面Ｅｃ１におけるパターン指標像の投影位置と、角膜後面Ｅ
ｃ２におけるパターン指標像の投影位置とが、それぞれ異なる変位量にて変位する。その
結果、撮像光学系２０で撮像される第２プルキンエ像Ｒｐと第１プルキンエ像Ｒａとが分
離され得る。結果、第２プルキンエ像Ｒｐが検出されやすい画像が得られる。
【００５４】
　次に、制御部１００は、第２指標像検出処理を実行する（Ｓ７）。Ｓ７の処理において
、制御部１００は、第２撮像処理（Ｓ６）での撮像結果から、第１プルキンエ像Ｒａ、お
よび第２プルキンエ像Ｒｐをそれぞれ検出する。プルキンエ像の検出方法は、例えば、第
１指標像検出処理（Ｓ３）と同様の処理であってもよく、詳細な説明は省略する。
【００５５】
　次に、制御部１００は、第２プルキンエ像Ｒｐが、第２指標像検出処理（Ｓ７）によっ
て検出できるか否かを判定する（Ｓ８）。第２プルキンエ像Ｒｐが検出できないと判定さ
れる場合は（Ｓ８：Ｎｏ）、たとえば、更に、点灯する固視灯を、別の近傍固視灯５１ｂ
～５１ｉに切り替え（Ｓ９）、第２撮像処理（Ｓ６）、第２指標像検出処理（Ｓ７）を、
繰り返し実行してもよい。また、全ての近傍固視灯５１ｂ～５１ｉに関して第２指標像検
出処理を実行したものの、いずれにおいても第２プルキンエ像Ｒｐが検出されない場合に
は、測定エラー等を示す情報をモニタ７０に表示させて、フローチャートの処理を終了し
てもよい（図示せず）。一方、第２プルキンエ像Ｒｐが検出できると判定される場合は、
前眼部情報取得処理（Ｓ１０）を実行する。
【００５６】
　本実施形態の前眼部情報取得処理（Ｓ１０）では、第２プルキンエ像Ｒｐの検出結果に
基づく角膜後面Ｅｃ２に関する情報が、少なくとも取得される。更に、本実施形態では、
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角膜前面Ｅｃ１に関する情報についても取得される。
【００５７】
　ここで、前眼部情報取得処理（Ｓ１０）の一例について説明する。本実施形態では、ま
ず、制御部１００は、角膜前面Ｅｃ１の形状を求める。角膜前面Ｅｃ１の形状は、例えば
、第１指標像検出処理（Ｓ４），または、第２指標像検出処理（Ｓ７）で得られた第１プ
ルキンエ像Ｒａの指標位置情報に基づいて導出できる。例えば、第１プルキンエ像Ｒａに
基づく光線追跡シミュレーションによって、角膜前面形状を求めてもよい。この場合、例
えば、作動距離の近傍位置に置かれる角膜前面Ｅｃ１のモデルを想定する。本実施形態に
おいて、角膜前面Ｅｃ１のモデルは、球面近似したモデルである。但し、角膜また、非球
面（例えば、楕円球面、放物面等）で近似したモデルであってもよい。この角膜前面Ｅｃ
１のモデルの曲率を変化させることで、撮像面上における第１プルキンエ像Ｒaの指標位
置から、撮像光学系２０の光路を逆に辿って角膜前面Ｅｃ１へ投影され、角膜前面Ｅｃ１
で反射されることによって、光源１１に到る光線を満足するような角膜前面Ｅｃ１の形状
の条件（ここでは、曲率半径）を求める。例えば、光源１１から、第１プルキンエ像Ｒa
までの光線を示す光線行列を用いて、上記シミュレーションが行われてもよい。この光線
行列では、光線行列における入口又は出口の面の一方における光線高さに、第１プルキン
エ像Ｒaの像高さが代入され、他方における光線高さ、および光線の傾きに、光源１１に
基づく既定値が代入される。このようにして、角膜前面Ｅｃ１の曲率半径を得ることがで
きる。
【００５８】
　ここで、上記のシミュレーションで想定される角膜前面Ｅｃ１のモデルの位置には、第
１プルキンエ像Ｒａの撮像時における視線方向の傾斜量、および傾斜方向が考慮される。
つまり、第１指標像検出処理（Ｓ４）によって検出された第１プルキンエ像Ｒａから角膜
前面Ｅｃ１の形状を得る場合、視線方向が正面方向を向く（つまり、光軸Ｌ１に沿う）角
膜前面Ｅｃ１のモデルを想定して、上記の光線追跡シミュレーションが行われる（図３（
ｂ）参照）。一方、第２指標像検出処理（Ｓ７）によって検出された第１プルキンエ像Ｒ
ａから角膜前面Ｅｃ１の形状を得る場合、撮像時における視線方向の傾斜量および傾斜方
向で視軸が傾いた角膜前面Ｅｃ１のモデルを想定して、上記の光線追跡シミュレーション
が行われる（図４（ｂ）参照）。角膜前面Ｅｃ１のモデルの位置は、例えば、眼の旋回中
心から角膜Ｅｃにおける基準点（例えば、角膜頂点）までの長さと、視線方向の傾斜量、
および傾斜方向とによって、規定し得る。ここで、旋回中心から角膜Ｅｃにおける基準点
までの長さは、例えば、人眼の平均値等の既定値が使用されてもよいし、被検眼Ｅにおけ
る実際の眼寸法の測定値に基づく値であってもよい。また、傾斜量および傾斜方向には、
第２撮像処理（Ｓ６）において各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐと共に記憶された傾斜量情報に
よって示される値が使用されてもよい。
また、例えば、角膜前面Ｅｃ１の曲率半径は、第１指標像検出処理（Ｓ４），または第２
指標像検出処理（Ｓ７）によって検出された第１プルキンエ像Ｒａの指標位置情報に基づ
いて、計算によって求めてもよい。具体的には、角膜曲率半径ｒ１を第１プルキンエ像Ｒ
ａの像高さ（例えば、光軸Ｌ１が角膜の中心部を通過する条件下では、画像上の光軸Ｌ１
の位置（例えば、画像中心）から第１プルキンエ像Ｒａまでの距離）に基づいて求める手
法がある。具体的な手法については、例えば、本出願人による特開２００３―１１１７２
７号公報を参考にされたい。
また、例えば、角膜前面Ｅｃ１の曲率半径は、第１指標像検出処理（Ｓ４），または第２
指標像検出処理（Ｓ７）によって検出された第１プルキンエ像Ｒａの指標位置情報に基づ
いて、計算によって求めてもよい。具体的には、角膜曲率半径ｒ１を第１プルキンエ像Ｒ
ａの像高さ（例えば、光軸Ｌ１が角膜の中心部を通過する条件下では、画像上の光軸Ｌ１
の位置（例えば、画像中心）から第１プルキンエ像Ｒａまでの距離）に基づいて求める手
法がある。具体的な手法については、例えば、本出願人による特開２００３―１１１７２
７号公報を参考にされたい。
【００５９】
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　次に、先に求めた角膜前面Ｅｃ１の形状と、第２プルキンエ像Ｒｐの指標位置情報とに
基づいて、角膜後面Ｅｃ２の形状を導出する。例えば、第２プルキンエ像Ｒｐに基づく光
線追跡シミュレーションによって、角膜後面Ｅｃ２の形状を求めてもよい。この場合、先
に求めた曲率半径による角膜前面Ｅｃ１のモデルと、角膜後面Ｅｃ２のモデルと、を想定
する。本実施形態において、角膜前面Ｅｃ２のモデルは、例えば、球面近似したモデルで
ある。但し。非球面（例えば、楕円球面、放物面等）で近似したモデルであってもよい。
【００６０】
　角膜後面Ｅｃ２のモデルは、角膜前面Ｅｃ１のモデルに対し、角膜Ｅｃの基準位置（本
実施形態では、角膜中心）において角膜厚ｄ分だけ眼の旋回中心側に配置される。角膜厚
ｄは、人眼の平均値等の既定値が用いられてもよいし、実際の被検眼Ｅの角膜厚が用いら
れてもよい。例えば、超音波測定方式等の公知のパキ測定によって得られた値を用いても
よい。なお、第２測定光学系として角膜厚測定光学系を設け、その測定結果が角膜厚ｄと
して利用されてもよい。
【００６１】
　また、角膜後面Ｅｃ２のモデルは、その頂点位置が、角膜前面Ｅｃ１のモデルの頂点位
置に対して視軸と交差する方向に関してずれて配置されてもよい。例えば、所定角度だけ
ずれて配置されてもよい。
【００６２】
　制御部１００は、角膜後面Ｅｃ２のモデルの曲率を変化させることで、撮像面上におけ
る第２プルキンエ像Ｒｐの指標位置から、撮像光学系２０の光路を逆に辿って角膜前面Ｅ
ｃ１を介して角膜後面Ｅｃ２で反射され、光源１１に到る光線を満足するような角膜後面
Ｅｃ２の形状の条件（ここでは、角膜後面Ｅｃ２の曲率半径）を求める。勿論、制御部１
００は、角膜前面Ｅｃ１を光線が通過する際の屈折を考慮して、条件を求める。角膜Ｅｃ
の屈折率には、例えば、人眼の平均値等の既定値（ｎ≒１．３７６等）が使用されてもよ
い。このシミュレーションの結果として、角膜後面Ｅｃ２の曲率半径を得ることができる
。
【００６３】
　なお、上記のシミュレーションにて想定される角膜前面Ｅｃ１のモデル，および角膜後
面Ｅｃ２のモデルの位置には、各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐの撮像時における視線方向の傾
斜量、および傾斜方向が考慮される。例えば、第２指標像検出処理（Ｓ７）で検出された
第２プルキンエ像Ｒｐに基づいて角膜後面Ｅｃ２の形状を得る場合、撮像時における視線
方向の傾斜量、および傾斜方向に応じて、眼の旋回中心を中心として傾いた角膜前面Ｅｃ
１のモデル，および角膜後面Ｅｃ２のモデルを想定して、上記の光線追跡シミュレーショ
ンが行われる（図４（ｂ）参照）。また、例えば、角膜後面Ｅｃ２の曲率半径は、第１指
標像検出処理（Ｓ４），または第２指標像検出処理（Ｓ７）によって検出された第２プル
キンエ像Ｒｐの指標位置情報に基づいて、計算によって求めてもよい。なお、本実施形態
では、角膜前面Ｅｃ１に関する情報と角膜後面Ｅｃ２に関する情報とを求める手法として
、まず角膜前面Ｅｃ１に関する情報が取得され、取得された情報を用いて角膜後面Ｅｃ２
の形状を求める手法が利用された。しかし、必ずしもこれに限られるものではない。例え
ば、光線追跡シミュレーション等によって、角膜前面Ｅｃ１に関する情報と角膜後面Ｅｃ
２とを同時に取得することも可能である。
【００６４】
　このようにして得た、角膜前面Ｅｃ１の形状と、角膜後面Ｅｃ２の形状とに基づいて、
制御部１００は、角膜厚情報、角膜Ｅｃの屈折力情報等を、求めることができる。
【００６５】
　例えば、制御部１００は、角膜厚情報の一例として、特定の経線方向における角膜Ｅｃ
の厚み分布を示す情報を取得しても良い。１つの経線方向における角膜Ｅｃの厚み分布は
、例えば、１つの経線方向における角膜前面Ｅｃ１の曲率半径、および角膜後面Ｅｃ２の
曲率半径ｒ１と、基準の角膜厚ｄの値と、を用いて求めることができる。また、制御部１
００は、複数の経線方向における角膜全体の厚み分布に基づいて、角膜全体の厚み分布を
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示す情報を取得してもよい。
【００６６】
　また、角膜Ｅｃの屈折力情報等として、例えば、角膜全体の屈折力を求めることができ
る。この場合、例えば、角膜前面Ｅｃ１のパワー情報（例えば、パワー及び／又は、Ｓ，
Ｃ，Ａの各値）と、角膜後面Ｅｃ２のパワー情報（例えば、パワー及び／又は、Ｓ，Ｃ，
Ａの各値）とを、プルキンエ像から求めることができる。本実施形態において、Ｓ，Ｃ，
Ａの各値は、例えば、角膜Ｅｃに形成されるリング像を楕円近似したときの強主経線方向
及び弱主経線方向における角膜曲率の値、および、強主経線および弱主経線の軸角度等か
ら求めることができる。そして、パワーベクトル法を用いて、角膜前面Ｅｃ１のパワーと
、角膜後面Ｅｃ２のパワーとの合成値から、角膜全体の屈折力を得ることができる。なお
、角膜全体の屈折力の導出は、上記の手法に限られるものではない。例えば、光線追跡的
に屈折力が求められてもよい。
【００６７】
　以上説明したように、本実施形態の眼科測定装置１は、固視光学系５０によって視線方
向が光軸Ｌ１に対して傾斜した被検眼Ｅを撮像素子２７で撮像する。その結果、光軸Ｌ１
に沿う方向へ視線方向を誘導した場合には、第２プルキンエ像Ｒｐを特定（例えば、画像
検出）しにくい被検眼Ｅであっても、第２プルキンエ像Ｒｐを、他の指標像（例えば、第
１プルキンエ像Ｒａ等）と分離できる。結果、第２プルキンエ像に基づいて角膜後面Ｅｃ
２に関する情報を取得する可能性を高めることができる。
【００６８】
　また、本実施形態では、制御部１００が固視光学系５０を制御することで、光軸Ｌ１に
対する傾斜量がそれぞれ異なる複数の方向に、被検眼Ｅの視線方向が誘導され、それぞれ
の視線方向で、第２プルキンエ像Ｒｐを含む画像が撮像される。複数の視線方向における
撮像が行われることで、他の指標像から分離された第２プルキンエ像Ｒｐを得る可能性が
高まる。結果、角膜後面Ｅｃ２に関する情報を取得できる可能性が、一層改善される。
【００６９】
　なお、角膜後面Ｅｃ２の曲率を求める場合、被検眼Ｅの角膜厚を用いた算出が好ましい
。そこで、第２測定光学系として角膜厚測定光学系を設けることで、必ずしも他の装置を
用いる必要がなくなる。角膜厚測定光学系は、例えば、特開２０１２－１４３４９２号に
記載の構成が用いられる。
【００７０】
　この場合であっても、角膜厚測定光学系は、角膜上の少なくとも１点の角膜厚が測定で
きればよく、回転機構を持つシャインプルーフカメラや、二次元スキャンを要する前眼部
ＯＣＴ等の複雑の光学系を設ける必要は必ずしもなくなる。
【００７１】
　また、上記実施形態では、角膜後面Ｅｃに関する情報として、角膜Ｅｃの合成パワーが
得られる。ここで、シャインプルーフカメラや、前眼部ＯＣＴ等で撮像される断面画像に
基づいて角膜全体のパワーを演算することもできる。しかし、本実施形態のように、第２
プルキンエ像Ｒｐに基づいて演算した場合の方が、正確なパワーを取得しやすい。従って
、眼科測定装置１で得られたパワーは、例えば、被検眼に対し適正なパワーのＩＯＬを選
定する場合等に役立つ。
【００７２】
　なお、一般に、被検眼Ｅへ投光された光束が前眼部で反射されることによって形成され
るプルキンエ像としては、第１プルキンエ像Ｒａと第２プルキンエ像Ｒｐの他に、水晶体
の前面反射による第３プルキンエ像、および水晶体の後面反射による第４プルキンエ像が
知られている。上記説明した通り、眼科測定装置１が、固視標によって被検眼Ｅの視線方
向を光軸Ｌ１に対して傾斜させることは、第１プルキンエ像Ｒａと第２プルキンエ像Ｒｐ
とを分離するうえで有用であるが、更に、第３プルキンエ像および第４プルキンエ像の少
なくともいずれかと、第２プルキンエ像Ｒｐとを分離するうえでも有用である。つまり、
本実施形態の眼科測定装置１は、第３プルキンエ像および第４プルキンエ像とも良好に分
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離された第２プルキンエ像Ｒｐを取得することができ、その結果から、角膜後面に関する
情報を良好に取得できる。
＜変形例＞
　以上、実施形態に基づき説明したが、本開示は、上記実施形態に限定されることなく、
様々な変形が可能である。
【００７３】
　例えば、第２プルキンエ像が正立像であるのに対し、第４プルキンエ像は倒立像である
。光軸Ｌ１に対し対称なパターン指標を投影した場合、第２プルキンエ像の近くに第４プ
ルキンエ像が形成される場合がある。その結果、第２プルキンエ像を、第４プルキンエ像
と区別して特定することが重要となる。
【００７４】
　これに対し、例えば、角膜Ｅｃの経線に対して非対称な指標パターンが投影されるよう
に、ケラト投影光学系１０（投光光学系の一例）が構成されてもよい。そのうえで、指標
光束の正立反射像から第２プルキンエ像が検出されるように、第２プルキンエ像検出処理
（例えば、Ｓ９の処理）が構成されてもよい。角膜Ｅｃの経線に対して非対称な投影され
る構成としては、例えば、各々のリング光源１１ａ，１１ｂが、部分的に（または、間欠
的に）点灯される態様であってもよい。また、リング光源１１ａ，１１ｂが、角膜Ｅｃの
経線に対して非対称に配置される複数の点光源等によって代替される態様であってもよい
。この場合、第２プルキンエ像を正立像とした場合、第４プルキンエ像は、倒立像として
得られる。よって、制御部１００は、光軸Ｌ１と各像との位置関係に基づいて、第２プル
キンエ像と、第４プルキンエ像とを、区別して検出しうる。
【００７５】
　また、上記施形態では、角膜Ｅｃの基準位置での角膜厚として、角膜中心部での角膜厚
が用いられる場合を説明したが、必ずしもこれに限定されるものではなく、基準位置での
角膜厚は、角膜中心から離れた領域での角膜厚が用いられてもよい。
【００７６】
　上記実施形態では、第１撮像処理（Ｓ２），第２撮像処理（Ｓ６）の各処理において、
制御部１００が、各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐを含む画像（例えば、前眼部像Ａ）を被検眼
の視線方向毎に１枚ずつ撮像するものとして説明した。しかし、必ずしもこれに限られる
ものではなく、視線方向毎に複数枚ずつ撮像をおこなってもよい。
【００７７】
　１つの視線方向に関して２回以上の撮像を行う場合、撮像毎に、異なる撮像条件が設定
されてもよい。ここでいう撮像条件は、主に、角膜Ｅｃに形成される指標像の明るさに関
する条件であってもよい。このような条件は、例えば、光源１１から出力される光束の光
量、および、撮像素子２７におけるゲイン等であってもよい。一般に、第２プルキンエ像
Ｒｐは、第１プルキンエ像Ｒａに比べて低い輝度で形成される。このため、例えば、第１
プルキンエ像Ｒａと、第２プルキンエ像Ｒｐと、の両方を、一枚の画像からは検出するこ
とが難しい場合があり得る。これに対し、いくつかの撮像条件で撮像を行うことで、第１
プルキンエ像Ｒａ検出用の画像と、第２プルキンエ像Ｒｐ検出用の画像とを、別々の画像
として取得してもよい。
【００７８】
　また、例えば、パターン指標を投影する光源を複数備える構成にあっては、１つの視線
方向に関して２回以上の撮像を行う場合に、撮像毎に点灯する光源を切換えるようにして
もよい。この場合、角膜Ｅｃに形成される指標像同士が重なり合ってしまうことが、各画
像において抑制される。つまり、第１プルキンエ像と第２プルキンエ像との重なり合い、
第１プルキンエ像同士の重なり合い、第２プルキンエ像同士の重なり合いが、それぞれ抑
制される。結果、各画像からの指標像の検出が容易になる。
【００７９】
　また、上記実施形態において、固視光学系５０によって誘導する被検眼Ｅの視線方向は
、制御部１００によって自動的に設定された。しかし、例えば、固視光学系５０によって
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誘導する被検眼Ｅの視線方向を、検者が手動で設定してもよい。このとき、例えば、撮像
光学系２０で撮像される第１プルキンエ像Ｒａおよび第２プルキンエ像Ｒｐをモニタ５０
に表示してもよい。検者は、モニタ５０に表示される各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐの分離の
程度を確認しながら、操作部８０を介して、視線方向の変更を装置に指示する。制御部１
００は、操作部８０から入力される信号に基づいて固視光学系５０を制御して、固視光学
系５０によって誘導する被検眼Ｅの視線方向を変更する。更に、制御部１００は調整後の
視線方向に基づいて、角膜前面Ｅｃ１に関する情報、および角膜後面Ｅｃ２に関する情報
を取得する。
【００８０】
　また、上記実施形態において、固視光学系５０は、光軸Ｌ１（光軸Ｌ２）と交差する方
向に複数の固視灯５１ａ～５１ｉを備え、点灯する固視灯５１ａ～５１ｉが制御部１００
によって切換えられることで、被検眼Ｅの視線方向を誘導する方向を変更する。しかし、
固視光学系５０は、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、固視光学系５０は、
複数の固視灯５１ａ～５１ｉに替えて、固視標（固視灯）と、固視標と被検眼との相対位
置を光軸Ｌ１と交差する方向に変位させる駆動機構と、を、備えてもよい。この場合、駆
動機構は、装置本体内（筐体内）で、固視標を移動させる駆動機構であってもよい。また
、固視標を装置本体内で移動させずに、装置本体（筐体）と、被検眼Ｅとの相対位置を変
更するための機構であってもよい。例えば、装置本体を、ＸＹ方向（上下左右方向）に移
動させる駆動機構（例えば、図１のアライメント移動機構６０）であってもよいし、被検
者の顔を支持する顎台６５（図１参照）をＸＹ方向に移動させる駆動機構であってもよい
。また、例えば、眼科測定装置１は、固視灯５１ａ～５１ｉに替えて、ディスプレイを有
してもよい。制御部１００によって、ディスプレイ上の固視目標（例えば、図形、文字等
）が移動されることで、被検眼Ｅの視線方向を誘導してもよい。
【００８１】
　また、上記実施形態において、固視光学系５０によって被検眼の視線方向を光軸Ｌ１に
対して傾斜した状態に誘導する場合において、眼科測定装置１は、視線方向の傾斜量を調
整できる構成を備えていてもよい。例えば、固視光学系５０によって、光軸Ｌ１（光軸Ｌ
２）を中心とする各半径方向の異なる位置で、固視標が呈示されてもよい。この場合にお
いて、固視光学系５０は、近傍固視灯５１ｂ～５１ｉとは半径の異なる第２の近傍固視灯
を、更に備える構成であってもよいし、固視標と被検眼との相対位置を光軸Ｌ１（光軸Ｌ
２）と交差する方向に変位させる駆動機構を備えた構成であってもよいし、固視灯５１を
上記のディスプレイに置き換えた構成であってもよい。例えば、制御部１００が、固視光
学系５０を制御し、固視標の呈示位置を光軸Ｌ１（光軸Ｌ２）から離れた位置にて、光軸
Ｌ１（光軸Ｌ２）を中心とする半径方向に切り替えることで、被検眼Ｅの視線方向の傾斜
量が調整される。これにより、第２プルキンエ像Ｒｐを、他の指標像とより好適に分離で
きる可能性が高まる。このような視線方向の傾斜量調整は、例えば、検者の操作に基づい
て実行されてもよい。このとき、例えば、撮像光学系２０で撮像される第１プルキンエ像
Ｒａおよび第２プルキンエ像Ｒｐをモニタ５０に表示してもよい。検者は、モニタ５０に
表示される各プルキンエ像Ｒａ，Ｒｐの分離の程度を確認しながら、操作部８０を介して
、傾斜量の変更を装置に指示する。制御部１００は、操作部８０から入力される信号に基
づいて、被検眼Ｅにおける視線方向の傾斜量を調整し、更に、調整後の傾斜量に基づいて
、角膜前面Ｅｃ１に関する情報、および角膜後面Ｅｃ２に関する情報を取得する。
【００８２】
　また、上記実施形態では、第２プルキンエ像の検出が、撮像素子２７によって撮像され
る画像そのものから行われる場合について説明した。しかし、撮像素子２７によって撮像
された画像を、更に加工等した画像から、第２プルキンエ像Ｒｐが検出されてもよい。例
えば、複数枚の画像を撮像したうえで、これらの画像の加算画像を生成し、加算画像に対
して第２プルキンエ像Ｒｐの検出処理が行われるようにしても良い。複数枚の画像が加算
されることで、明確な第２プルキンエ像を含む加算画像が得られるので、第２プルキンエ
像Ｒｐの検出が良好に行われやすくなる。なお、第１プルキンエ像Ｒａについても、加算
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画像から検出されてもよい。
【００８３】
　また、第２プルキンエ像Ｒｐを検出するための画像の撮像時においては、ケラト投影光
学系１０以外の光学系（例えば、アライメント投影光学系３０、第２測定光学系４２）等
によって被検眼Ｅに照射される光を抑制することが好ましい。なお、このとき、第２プル
キンエ像が撮像されればよく、前眼部の各部位については、画像内で確認できないもので
あってもよい。つまり、第２プルキンエ像Ｒｐを検出するための画像は、必ずしも前眼部
像に限られるものではない。
【符号の説明】
【００８４】
１０　　　　　　　　　ケラト投影光学系
２０　　　　　　　　　撮像光学系
２７　　　　　　　　　撮像素子
３０　　　　　　　　　アライメント投影光学系
５０　　　　　　　　　固視光学系
１００　　　　　　　　制御部
Ｒａ　　　　　　　　　第１プルキンエ像
Ｒｐ　　　　　　　　　第２プルキンエ像

【図１】 【図２】
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